
 

 
 

資料３ 

改  正  案 現    行 

第一条 ― 第三条第１項 略 
第三条  
２ ワーキング委員の任期は、２年とする。ただし、補欠のワーキング委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（ワーキンググループ座長） 
第四条第１項 略 
２ 座長に事故があるときは、ワーキンググループに属する委員のうちか

ら座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
第四条第３項 － 第十一条 略 

第一条 ― 第三条第１項 省略 
第三条  
２ ワーキング委員の任期は、１年とする。ただし、補欠のワーキング委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（ワーキンググループ座長） 
第四条第１項 略 
 
 
第四条第２項 － 第十一条 略 
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